
 

 

自動車をお持ちのみなさまへ  

自動車税は、毎年４月１日午前０時時点で、運輸支局に登録されている自動車の所有者に

対して課税される県税です。 

※ 割賦販売の場合は、自動車の使用者に対して課税されます。 

※ 軽自動車の所有者に対しては、市町村税として軽自動車税が課税されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度版 山梨県  

■スマートフォンアプリでも納付できます！  

「PayPay」、「楽天ペイ」、「d 払い」等で納付できます。 

※納付書に印刷されたＱＲコードの読取による納付となります。 

※利用可能なスマートフォンアプリは、上記「地方税お支払サイト」の「スマートフォン決済アプリ一覧」 

をご確認ください（領収証書は発行されません）。 

 

ＱＲコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

■クレジットカード、インターネットバンキング、 

Pay-easy（ペイジー）等でも納付できます！ 
「地方税お支払サイト」にアクセスし、納付書に印刷されたＱＲコードの読取等を行うことにより

納付ができます。 

 納付方法はクレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy（ペイジー）等から選択で

きます。 
 ※地方税共同機構ウェブサイト「地方税お支払サイト」をご利用ください。 
 ※ご利用にあたっては、納税者負担が別途発生する場合があります。また、領収証書は発行されません。 

■コンビニでも納付できます！ 
コンビニエンスストア（セブン－イレブン、デイ

リーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、

ローソンなど）で、全国どこでも、休日や夜間で

も納付できます。 

 

■ＭＭＫ設置店でも納付できます！ 
山梨県内では、イオン、ウエルシア、オギノ、ツル

ハドラッグ、ドラッグセイムス、ＮｅｗＤａｙｓ等

のうち、ＭＭＫを設置している店舗で納付できます。 

※店舗の一覧は、株式会社しんきん情報サービスの

ホームページをご覧ください。  


